
 

  

第 ５ 回 
 

宇都宮地域合併協議会 
 
 
 
 

 

 

 

日  時： 平成１８年１０月２０日（金）  

午前１０時～ 

場  所： ホテル東日本宇都宮 ３階「大和東」 



 
会  議  次  第 

 
 
 
１ 開  会 
 
 
２ あいさつ 
 
 
３ 会議録署名委員の選任 
 
 
４ 報告事項 

(１) 報告第８号 合併市町村基本計画について ・・・ Ｐ１ 

 
 
５ 審議事項 

(１) 議案第 52 号 地域自治制度の取扱いについて ・・・ Ｐ３ 

(２) 議案第 53 号 契約事務の取扱いについて ・・・ Ｐ４ 

(３) 議案第 54 号 合併協定書について ・・・ Ｐ５ 

 
 
６ そ の 他 
 

 

７ 閉  会 
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報告第８号 
 
  合併市町村基本計画について 
 
 合併市町村基本計画（県知事協議案）に対する県知事からの回答について，

別紙写のとおり報告する。 
 
 
  平成１８年１０月２０日提出 
 
 
 

          宇都宮地域合併協議会 
                 会 長  佐 藤 栄 一 
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議案第５２号 
 
  地域自治制度の取扱いについて 

 
 地域自治制度の取扱いについては，次のとおりとする。 
 
 
  平成１８年１０月２０日提出 
 
 
 

          宇都宮地域合併協議会 
                 会 長  佐 藤 栄 一 

 
 
 
 地域自治制度  〔資料１－１，１－２のとおり〕 
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議案第５３号 
 
  契約事務の取扱いについて 

 
 契約事務の取扱いについては，次のとおりとする。 
 
 
  平成１８年１０月２０日提出 
 
 
 

          宇都宮地域合併協議会 
                 会 長  佐 藤 栄 一 

 
 
 

契約事務については，原則として宇都宮市の制度に統一する。 

ただし，平成１９年度から平成２１年度までに限り，上河内町及び河内町を

施工場所とする５，０００万円以下の工事については地域要件を設定し，各町

内に本店を有する業者を優先指名することとし，平成２２年度から宇都宮市の

制度に統一する。 

なお，３年を経過しようとする平成２１年度時点で，特に必要があると認め

られる場合においては，１年間を限度に延長することができる。 
〔資料２のとおり〕 
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議案第５４号 
 
  合併協定書について 

 
 合併協定書については，次のとおりとする。 
 
 
  平成１８年１０月２０日提出 
 
 
 

          宇都宮地域合併協議会 
                 会 長  佐 藤 栄 一 

 
 
 
 合併協定書  〔資料３のとおり〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




